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命 令 書

申立人 茨城県つくば市

労働組合Ｘ

執行委員長 Ａ１

被申立人 神奈川県横浜市

株式会社Ｙ

代表取締役 Ｂ１

上記当事者間の茨労委平成２８年（不）第２号不当労働行為救済申立事件につい

て，当委員会は，平成２９年８月１日第８７２回，同月１７日第８７３回，同年９

月２１日第８７４回及び同年１０月１９日第８７５回公益委員会議において，会長

公益委員小泉尚義，公益委員山本圭子，同木島千華夫，同安田尚道及び同岩間伸博

が出席し，合議の上，次のとおり命令する。

主 文

申立人の請求をいずれも棄却する。

理 由

第１ 事案の概要等

１ 事案の概要
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本件は，株式会社Ｙ（以下「被申立人」という。）が，(1) 平成（以下「平

成」の年号は省略する。）２５年１月に短時間勤務の有期雇用従業員を対象と

したハートケア・登録従業員就業規則（以下「本件就業規則」という。）に送

迎職員の満７０歳定年制を新たに規定し,２８年４月３０日に同社の花畑事業

所に勤務する送迎職員２名から成る申立人の労働組合Ｘ（以下「申立人」とい

う。）の執行委員長Ａ１（以下「Ａ１委員長」という。）にこれを適用し同人を

定年退職としたこと，若しくは同規則の満７３歳までの契約更新条項を同人に

適用しないことが労働組合法第７条第１号及び同条第３号の，(2) 申立人組合

員らに対する組合脱退勧奨や嫌がらせを行ったことが同法同条第３号の，それ

ぞれ不当労働行為に該当するとして，申立人から，２８年６月３０日，救済が

申し立てられた事件である。

２ 請求する救済の内容

(1) 被申立人は，変更した本件就業規則中，満７０歳定年制を規定した部分及

びＡ１委員長に対する２８年４月３０日付け定年退職をそれぞれ取り消すか，

それが認められない場合は，本件就業規則の満７３歳までの契約更新条項を

同人に適用し，同人を原職に復帰させなければならない。

(2) 被申立人は，Ａ１委員長の２８年４月３０日付け定年退職から原職復帰ま

での賃金相当額を，同人に支払わなければならない。

(3) 被申立人は，申立人組合員に対し，申立人を脱退するよう強要等して，申

立人に支配介入することを直ちに中止すること。

(4)被申立人は，下記の陳謝文を本命令交付の日から５日以内に，花畑事業所建

屋内に１か月間掲示すること。

労働委員会の命令によりＡ１の定年解雇を取り消します。

会社は組合員に対して組合からの脱退を強要し，組合に対する支配介入を行
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った事実を認め，今後このような不当な行為を行わないことを誓約します。

平成 年 月 日

労働組合Ｘ 組合員各位

株式会社Ｙ 代表取締役 Ｂ１

３ 争点

(1) 争点１

被申立人が，ア 本件就業規則に送迎職員の満７０歳定年制を規定し，Ａ

１委員長にこれを適用したこと，そして，イ 同規則に合わせて規定した満

７３歳までの定年延長制度をＡ１委員長に適用しなかったことは，労働組合

法第７条第１号及び同条第３号該当の不当労働行為に当たるか。

(2) 争点２

被申立人から申立人の組合員に対し組合脱退勧奨や嫌がらせがあったか，

あった場合それらが労働組合法第７条第３号に該当する不当労働行為に当た

るか。

第２ 認定した事実

１ 当事者

(1) 申立人

労働組合Ｘは，２５年３月３１日付けで，花畑事業所の従業員が結成した

労働組合であり，本件申立て時点で，組合員数は２名（過去に組合員が３名

いたが，２６年２月に１名が脱退した。）である。

Ａ１委員長は，２３年９月１８日に申立人に採用され，花畑事業所で送迎

職員として就労していた。Ａ１委員長は，組合結成当初から執行委員長を務
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めている。

(2) 被申立人

株式会社Ｙは，神奈川県横浜市に本店を置き介護事業等を営む株式会社で

ある。同社の従業員は，２８年４月現在約１万５千人でそのうち非正規労働

者が約１万２千人と８０パーセントを占めている。

２ 本件申立てに関する労使の状況等について

(1) ２３年９月１８日，Ａ１委員長が，ハローワークの紹介で，被申立人の花

畑事業所に採用され短時間勤務の有期雇用従業員である送迎職員として就労

を開始した。

ハローワークの求人票（パートタイム）の雇用期間欄には，Ｂ２花畑事業

所長（以下「Ｂ２所長」という。）の手違いにより，本来「雇用期間の定め

あり」とすべきところ，「雇用期間の定めなし」と記されていたが，Ａ１委

員長は，採用に際し，Ｂ２所長から有期雇用契約である旨の説明を受けた上

で，被申立人と当初の雇用期間を９月１８日から１２月３１日までとする有

期雇用契約を締結し，以後，被申立人とＡ１委員長との間の有期雇用契約は

２５年６月３０日まで，６か月毎に更新手続がとられていた。

【甲５，甲６－１ないし３，甲７，甲60，乙２，乙３－１，乙17-１ないし４，

乙32，Ｂ２証言】

(2) ２４年３月１１日，Ａ１委員長の健康診断書に「所見あり」と記載されて

いたことから，同日，被申立人はＡ１委員長を運転業務から外し添乗業務に

就かせた。しかし，医師に確認の結果，運転業務に支障がないとされ，被申

立人はＡ１委員長を，翌日，運転業務に戻した。

【甲15，甲20-２，甲60，Ｙ２証言】
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(3) ２５年１月１日，被申立人は，本件就業規則を変更し，「次に」「該当する

場合は，退職とする」との第１０条に第５号として，「送迎職員については，

満７０歳の誕生日の給与計算期間の締切日（ただし，所長の推薦により模範

運転者と評価されている場合は，会社は，満７３歳までの間で契約更新を行

うことができる。）」との規定を設けた。

被申立人は変更した本件就業規則を，全事業所の過半数代表者に各々示し

てそれらの者から徴取した意見書を添付の上で，同月１８日付けで被申立人

本店を所轄する横浜南労働基準監督署長に一括して届け出た。また，同日，

花畑事業所に，２１年５月から勤務していたＢ２所長に代わり，Ｂ３花畑事

業所長（以下「Ｂ３所長」という。）が着任した。

【Ａ１証言，乙４，乙６，乙29，乙31，Ｂ３証言，乙32】

(4) ２５年３月３１日，Ａ１委員長は花畑事業所の送迎職員Ａ２（以下「Ａ２

組合員」という。）とともに労働組合Ｘを結成し，花畑事業所長ら宛てに結

成を通知した。また，同日付けで花畑事業所長ら宛てに，組合に対する便宜

供与や時間給の２０パーセント引上げを求めること等を内容とする要求書を

提出した。

【甲８-1，甲32，Ａ２証言，争いのない事実】

(5) ２５年６月３０日は，Ａ１委員長の有期雇用契約書に記載の契約期間最終

日であったが，翌日以降の有期雇用契約書にＡ１委員長の署名がされないま

ま，就労が継続された。これ以降，Ａ１委員長は自身の雇用条件が有期雇用

から無期雇用に転換したと主張して，有期雇用契約書への署名を拒むように

なった。同様に，Ａ１委員長の助言を受けたＡ２組合員も２５年１２月１日

以降の有期雇用契約書への署名を拒んだ。
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【甲11，甲61，Ａ２証言，Ｂ３証言】

(6) 申立人は，つくば市介護保険課長に，２５年９月３日付け申告書で，花畑

事業所において，デイサービス開始の定時に遅れて到着した場合でも業務日

誌に定時に到着したよう繰上げ記入する等の不正が行われていたとして，通

報した。つくば市介護保険課長からは，申立人に，同年１１月１４日付けで，

通報内容が過去の事実で，現在は改善され，措置及び是正すべき点は無いと

判断したと通知があった。

【甲18-1，甲18-2】

(7) ２５年１２月２４日付け要求書で，申立人は，被申立人に，賃金引上げ及

び一時金支払等を求めた。その要求書の中で申立人は，有期雇用契約者が雇

用期間満了後，引き続き労務に従事する場合は，無期雇用形態となる旨を主

張した。

これに対し，被申立人は，２６年１月１５日付け回答書で，賃金引上げ及

び一時金支払等の申立人の要求に被申立人が応じる義務は無いこと，また，

申立人組合員らの有期雇用から無期雇用への転換の主張に対し，これを否定

し，従前のままである旨回答した。

【甲12，甲15，甲61，Ａ２証言，乙31，Ｂ３証言】

(8) ２６年１月１４日，申立人結成後の２５年１０月２６日に申立人に加入し

ていた送迎職員Ｃ１（以下「Ｃ１元組合員」という。）が，被申立人と，契約

期間を２５年１０月１日から２６年３月３１日までの６か月間とする雇用契

約を締結した。

【Ａ１証言，甲17-2】
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(9) ２６年２月１７日，Ｃ１元組合員が申立人へ脱退届出書を提出し，申立人

から脱退した。

【甲17-1，Ａ１証言，Ｂ３証言】

(10) ２７年１月１日，花畑事業所に，Ｂ３所長に代わりＢ４花畑事業所長（以

下「Ｙ４所長」という。）が着任した。

【乙30，乙31】

(11) ２７年３月１７日，申立人が当委員会へ，被申立人と団体交渉開催の日時

や出席者をめぐって調整がつかないとして，団体交渉の促進に係るあっせん

を申請した。

【当委員会における顕著な事実】

(12) ２７年３月３０日，土浦労働基準監督署長が，花畑事業所の過半数代表

者を介護職・Ｂ５（以下「Ｂ５従業員」という。）とした同年３月１９日付

け三六協定届を受理した。

【甲52，Ａ１証言】

(13) 申立人は，土浦労働基準監督署長に対し，２７年３月２１日付け告発状

で，花畑事業所が本件就業規則変更及び三六協定締結の際，その都度過半数

代表者を選任していないことが，労働基準法に違反していると申告した。

【甲29，甲60，Ａ１証言】

(14) Ａ１委員長は，２７年４月２０日，花畑事業所の運営会議の場で，選挙を

経ずに選出された者が過半数代表者として三六協定を締結し，これが届け出

されたのは，労働基準法に違反しているとして，Ｂ４所長とＢ５従業員に質
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問したが，両者は，その会議の席で回答をしなかった。

【甲60，Ａ１証言，乙30，Ｂ４証言】

(15) ２７年４月２４日，被申立人の花畑事業所は，土浦労働基準監督署の監

督官から，三六協定の締結については，その都度，適式な労働者の選挙によ

り選出された労働者代表と締結するよう，是正勧告を受けた。

【甲60，乙14，Ｂ４証言】

(16) ２７年５月３日，Ａ１委員長は，Ｂ５従業員に対し，Ｂ５従業員の過半

数代表者立候補を非難し，Ａ１委員長がＢ５従業員に民事及び刑事責任を追

及する，慰謝料請求訴訟を提起するという内容の「通知書」を送付した。こ

れに対し，Ｂ５従業員はＡ１委員長について自筆で記述したメモ書きを，花

畑事業所の事務所内のタイムレコーダーが置かれた場所の背面のガラスに事

業所内から見えるように貼り付けた。

【甲22，甲49，甲60，乙15，Ａ１証言】

(17) ２７年５月４日，花畑事業所の朝礼において，Ａ１委員長が労働者過半数

代表者の選出に関し意見を述べた上で，朝礼出席者に，労働組合のファイル

に目を通すよう促したところ，Ｂ５従業員が労働組合のファイルを叩き大声

で怒鳴った。

その後，Ｂ４所長がＡ１委員長を相談室に呼び，送迎車両であるキャラバ

ンの駐車位置のズレによりついていたキズについて，確認をした。

【甲60，Ａ１証言，乙30，Ｂ４証言】

(18) ２７年５月５日，Ａ１委員長は，Ｂ４所長に対し，体調不良のため，５月

５日と７日に花畑事業所を休むとの文書をファクシミリで送信し，以降，Ａ
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１委員長は同様の文書をファクシミリで２７年５月８日と６月１日にも送信

して花畑事業所を欠勤し，その後被申立人において就労することはなかった。

【Ａ１証言，乙７ないし９，乙30，Ｂ４証言】

(19) ２７年５月１２日，花畑事業所において，三六協定締結に係る労働者過半

数代表者選挙の開票が行われ，投票総数２５票のうち，Ａ１委員長への投票

５票，Ｂ５従業員への投票１８票，白票１票，２人に投票とした無効票１票

で，Ｂ５従業員が花畑事業所の過半数代表者に選出された。

【Ａ１証言，乙12】

(20) ２７年６月１日，当委員会においてあっせんが開催され，申立人及び被申

立人が，「労使双方が，団体交渉の窓口担当者，団体交渉の出席者及び場所な

ど，交渉のルールづくりのための事務折衝をできるだけ早期に実施し，誠意

をもって団体交渉を行うこと」とする当委員会のあっせん案を受け入れ，あ

っせんが終結した。

【当委員会における顕著な事実】

(21) 被申立人は，Ｂ４所長がＡ１委員長に送付した２８年４月２７日付け文書

により，Ａ１委員長は２８年４月３０日に満７０歳になることから同日付け

で定年退職となる旨を通知した。

【甲１，甲60，Ａ１証言，Ｂ４証言】

(22) ２８年６月３０日，申立人が当委員会に本件不当労働行為救済を申し立て

た。

【当委員会における顕著な事実】
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(23) 申立人は，２８年７月２日付け告発状で，土浦労働基準監督署長宛てに，

被申立人の２５年１月１日付け本件就業規則の変更手続きが労働基準法に違

反するとして告発した。

【甲36，甲60】

(24) ２８年７月８日付けの土浦労働基準監督署監督係からの文書において，公

訴時効の期間が経過しているので告発状を受理することができないとの通知

文とともに，告発状（上記(23)）が，同署から申立人へ返送された。

【甲37，甲60】

３ Ａ１委員長の送迎車両損傷事故の状況について

(1) ２４年１１月５日，Ａ１委員長運転の送迎車両がつくば市栗原の通所者宅

敷地内で損傷事故を起こした。通所者迎えのため，通所者の自宅の敷地内を

玄関先に向けてバックで進行中，流し台（石材）を見落とし，車両後部左側

タイヤからバンパーに至る箇所を擦った。

【乙18-１】

(2) ２４年１２月３日，Ａ１委員長が１１月５日の事故（上記(1)）と同じ通

所者宅の敷地内で送迎車両の損傷事故を起こした。通所者宅敷地内から右折

して出ようとしたところ，右の出口の壁に送迎車両の右後部を擦り，送迎車

両の右バンパーは縦５センチメートル程にわたり塗装が剥がれた。

【甲60，乙18-２】

(3) ２６年１月１１日，Ａ１委員長運転の送迎車両がつくば市高野地内の路上

で他の車両と接触事故を起こした。通所者宅から左折して道路へ出る際，右

側から直進してきた車両に気づき一旦停止，その後，左右確認し再度道路へ
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出ようとしたところ後続車両に気づき停止するも，停止位置が道路中央付近

であったため，相手車両が急ブレーキをかけたが間に合わず，送迎車両右前

方と相手車両左前方が接触し，送迎車両運転席方と相手車両左側バンパーが

損傷した。

【乙18-３】

(4) ２６年１０月２１日，Ａ１委員長運転の送迎車両がつくば市篠崎地内の路

上で他の車両と接触事故を起こした。Ａ１委員長運転の送迎車両が住宅地の

路地から表通りへ出る際，一時停止し，左折しようとすると，右側から相手

車両が直進してきて，送迎車両と相手車両が接触し相手車両の左側全体が擦

れた。一方，送迎車両は右ヘッドライト周りが破損した。事故の送迎車両に

乗車中の通所者は５名であったが，怪我や痛みの訴えなく他の送迎車両で帰

宅した。

【甲60，乙18-4】

４ Ａ１委員長の被申立人に対する民事訴訟の状況について

(1) ２５年１０月１８日，Ａ１委員長は，被申立人を被告として，２４年１月

から２６年２月までの就労期間について，自ら作成し被申立人に提出してい

た業務日誌による労働時間以外に，賃金に算定されていない労働時間が存在

するとして，未払い賃金等の支払を求め訴えを提起した。

水戸地方裁判所土浦支部は，Ａ１委員長の請求のうち２４万９２５０円を

認容し，その余を棄却したが，被申立人が控訴し，２８年７月６日，東京高

等裁判所は，未払い賃金等請求事件について，控訴人（被申立人）敗訴部分

を取り消し，被控訴人（Ａ１委員長）の請求を棄却した。Ａ１委員長が上告

したが，２９年２月３日，最高裁判所は，上告を棄却し，東京高等裁判所判

決が確定した。
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【乙２，乙26，乙27，甲21】

(2) ２８年２月１５日，Ａ１委員長は，被申立人で就労を開始した２３年９月

から２５年３月の間，花畑事業所への定時到着に遅れた際の繰上げ記入を指

示する当時の花畑事業所長からのパワハラにより精神的苦痛を受けたとして，

また，被申立人に厚生年金・健康保険への加入を拒否されたとして，被申立

人に対し，損害賠償を求め，土浦簡易裁判所へ訴えを提起した。その後，Ａ

１委員長は，同年５月２０日，請求の変更・拡張（訴額を５０万円から１４

６万円余へ）を申し立て，土浦簡易裁判所から移送を受けた水戸地方裁判所

土浦支部は，２９年２月１０日，Ａ１委員長の請求を棄却した。

Ａ１委員長は，同月２４日，東京高等裁判所へ控訴した。

【乙３－１，乙３－２，乙28，甲62】

第３ 判断

１ 本件就業規則への送迎職員満７０歳定年制の導入（争点１ーア）

(1) 当事者の主張

ア 申立人の主張

Ａ１委員長が花畑事業所に採用された当初，本件就業規則に送迎職員の満

７０歳定年制についての規定は無かった。

被申立人は，２５年１月１日，送迎職員満７０歳定年制を含む本件就業規

則の変更を適式・適法に行ったと主張しているが，本件就業規則に当該変更

があるということは，Ａ１委員長らに事前に知らされていなかった。２５年

１月１日付けの本件就業規則変更案対照表（乙４号証）は，変更当時周知さ

れておらず，事後に作成されたものである。

また，被申立人が満７０歳定年制を施行したとする２５年１月１日は，Ａ

１委員長の雇用契約が更新された日であり，就業規則の変更をしたのであれ
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ば，雇用契約更新の際にそれを被用者に通告すべきである。Ａ１委員長の雇

用契約書（甲７号証）（雇用期間２５年１月１日～同６月３０日）の「退職に

関する事項欄」には定年規定である「本件就業規則第１０条第５号」の記載

はない。そこに記載されているのは，懲戒解雇規定である「本件就業規則第

３７条」である。したがって，被申立人の本件就業規則の変更の主張は，労

働基準法第１５条，労働契約法第４条第１項，パートタイム労働法第６条，

第７条の規定に違反している。

２５年１月１日付けの本件就業規則変更に意見書を提出した従業員Ｃ２（以

下「Ｃ２従業員」という。）は過半数代表者として不適格である。Ｂ２所長が

Ｃ２従業員を過半数代表者に指名して，労働者の意見を聴かず労働基準監督

署長に届け出たものである。Ｃ２従業員は，花畑事業所設立当初から管理者

の地位にある社員であり，指揮命令・配置転換も行うことができる者だった。

短時間勤務の従業員が対象の本件就業規則は，パートタイム労働法第７条

が適用される就業規則である。パートタイム労働法第７条では，事業主は，

パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成し，又は変更しよう

とするときは，当該事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を

代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする，と規定し

ている。

パート従業員の就業規則の変更に関し，社員が過半数代表者になること自

体がパート従業員差別であり，労働基準法の均等待遇に抵触すると言わざる

を得ない。差別的取扱いを行っている。

したがって，パート従業員でない者からの意見聴取は，パートタイム労働

法第７条の規定に違反し，本件就業規則変更は無効である。

なお，被申立人は，ホームヘルパー２級の資格を有するＡ１委員長の従事

する業務の範囲を，運転業務に限定していたと主張するが，２４年３月１１

日，Ａ１委員長を健康上「所見あり」として運転業務から外し，添乗員業務
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を命じており，ホームヘルパー登録従業員でもあるＡ１委員長は，「本件就業

規則の送迎職員」には該当せず，本件就業規則第１０条第５号は適用されな

い。また，Ａ１委員長は，被申立人と個別契約（無期雇用）継続中である。

イ 被申立人の主張

(ｱ) 変更手続きの適式・適法性

送迎職員の満７０歳定年制は，適式・適法な手続きで導入されたものでそ

の過程に手続的瑕疵はない。被申立人における就業規則の変更手続きは，ま

ず，改正対照表を各事業所の従業員代表が確認し，従業員代表が意見書に意

見を記入，意見書は各事業所で写しを取り保管するとともに，原本を被申立

人人事部へ送付，そして，被申立人本部で全事業所の各労働者代表の意見書

を添付した上で，労働基準監督署長に就業規則の変更届を提出するというも

のである。２５年１月１日付けの送迎職員に関する満７０歳定年制の本件就

業規則変更もこの手続きにより行っており，花畑事業所においては，２５年

１月７日付で労働者の過半数を代表するＣ２従業員を通じて従業員らに回覧

させ（申立人のＡ１委員長含む。)，意見書による同意を取り付けている。そ

して，被申立人は，全事業所の意見書を添付の上で同月１８日付で横浜南労

働基準監督署長に本件就業規則変更届を一括して届け出している。したがっ

て，被申立人は，労働基準法第９０条の手続きを履践しており，上記の送迎

職員満７０歳定年制を含む本件就業規則の変更手続は，適式・適法なもので

ありそれに基づくＡ１委員長の退職を違法とするような手続上の瑕疵はない。

(ｲ) 就業規則の周知

被申立人としては，就業規則の周知方法として各事業所のタイムカードが

ある周辺の労働者が見やすい場所に本件就業規則を備え付けさせ，労働基準

法第１０６条に従った周知を行っていた。

(ｳ) 内容の合理性
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人は，高齢になればなるほど安全運転に必要となる（動体）視力や反射神

経が衰えることは良く知られている。そのため，７０歳以上の高齢ドライバ

ーの運転免許更新には高齢者講習が法律上義務付けられているし（道路交通

法第１０１条の４），近時では，高齢者の運転免許の自主的返納制度も活用さ

れているところである。本件で問題となっている送迎職員の満７０歳の定年

退職を伴う本件就業規則の変更もまさにそうした流れに従ったものであり，

企業としては極めて理性的な変更措置である。とりわけ，被申立人の業務，

つまり，高齢者の顧客を介護するという業務においては，ドライバー自身の

身体の安全はもちろん，介護契約上の安全配慮義務として顧客の身体生命の

安全に配慮しなければならない。また，企業倫理，企業の社会的責任として

もそれは極めて当然のことである。この点で，高齢の送迎職員による運転事

故のリスクを未然になくし，もって送迎職員自身はもちろん，顧客の身体生

命も守り，企業の社会的責任を果たすという上記本件就業規則の変更は，極

めて社会性のある合理的な措置としてその内容が法的に無効とされるような

理由はないことは明白である。

(ｴ) 送迎職員満７０歳定年制のＡ１委員長への適用

被申立人は，Ａ１委員長を送迎職員として雇用していたのであって，Ａ１

委員長が介護職員を兼務していた事実はない（乙17号証の１ないし４）。

Ａ１委員長は，満７０歳定年制に基づき定年退職となり，Ａ１委員長と被

申立人との間の雇用契約は存在しない。

(2) 当委員会の判断

申立人は，被申立人の実施した本件就業規則の変更内容の合理性について

は問題とすることなく，被申立人の実施した変更手続に係る意見聴取につい

て，過半数代表者が，花畑事業所長の指名を受けた者で，またその身分が正

規社員であり，パート従業員の過半数代表とはならないことと，事前に新旧
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対照表が従業員に示されず周知があったとは言えないとの主張に終始してお

り，申立人からは，不当労働行為の成立要件に係る具体的な主張がなされて

いない。

本件送迎職員満７０歳定年制は，被申立人が，申立人結成前の２５年１月

１日に導入することとし，同日，施行されたのであり，そしてそれが，３年

４か月後の２８年４月３０日，Ａ１委員長が満７０歳となったことによって，

Ａ１委員長に適用されて，当然に退職，すなわち以降，契約の更新はしない

とされたものである。

そうすると，全国的に通所介護事業を展開する被申立人にあって，全国の

事業所に適用される本件就業規則に本件送迎職員満７０歳定年制を導入し，

それをＡ１委員長に適用したことについて，これをＡ１委員長が申立人の組

合員であるとの理由からとすることはできない。

また，Ａ１委員長がホームヘルパー２級の資格を有していて，かつて１日

だけ添乗業務に就いたことがあったとしても，それが本件就業規則の適用外

となることの根拠とはならない。

よって，申立人からの被申立人による満７０歳定年制導入とそのＡ１委員

長への適用の取消を求める申立ては棄却せざるを得ない。

２ 満７３歳までの定年延長（争点１ーイ）

(1) 当事者の主張

ア 申立人の主張

被申立人は，Ａ１委員長が模範運転者の条件としての運転技量，健康状態

にないと主張するが，被申立人は，Ａ１委員長に対し，運転業務に関する安

全のための十分な教育を怠っていた。

Ａ１委員長は，（花畑事業所長の）パワハラ行為によって，２７年５月５日

から２８年４月３０日の間，自宅療養していた。これは被申立人の安全配慮



- 17 -

義務違反によるものである。

被申立人は，Ａ１委員長から定年延長について問合せがなかったとするが，

申立人は定年制を認めていないので，Ａ１委員長が被申立人に定年延長につ

いて質問する必要はない。

イ 被申立人の主張

本件就業規則第１０条第５号括弧書きの満７３歳までの契約更新特例規定

は，事業所長の推薦により模範運転者と評価される場合に，満７３歳までの

間で契約更新を行うものである。「模範運転者」に該当するには，満７０歳以

上でありながらも当該送迎職員が交通事故の発生を十二分に回避できるだけ

の運転技術，健康状態を保持していることを前提とした事故なく顧客を任せ

られるという信頼に値する合理的事由があり，なおかつ良好な勤務態度が必

要というべきである。

Ａ１委員長は，被申立人に勤務していた３年半の間に，４件の交通事故を

起こしている。この事故件数に関し，２４年７月３０日から２７年５月５日

の間に１件以上事故を起こした送迎職員が９５８名いるところ，Ａ１委員長

は，多い方から１５名以内に入っている。また，自ら運転業務に支障をきた

すという眩暈，視力低下等を花畑事業所に申告し，審問において「白内障」
め ま い

を患っているような趣旨と，視力も普通運転免許の最低基準である０.７と証

言している。そして，Ａ１委員長は自らの健康状態の改善を示す診断書を提

出する等の方法で運転業務に支障がないことを明らかにしようともしていな

い。２８年４月３０日の定年退職日まで１年近く一度も稼動することはなか

った。その事実に照らせば，Ａ１委員長が模範運転者に該当しないことは明

白である。

そもそも，送迎職員の満７３歳までの契約更新の可否（模範運転者として

の評価）は，被申立人（事業所長）の裁量に属する。この点，Ａ１委員長に
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は満７３歳までの契約更新を認めるだけの模範運転者としての合理的事由を

見いだすことは不可能と言わざるを得ず，被申立人がＡ１委員長に満７３歳

までの契約更新を適用しなければならない法的根拠は一切ない。参考までに

補足すると，２５年１月１日付の送迎職員満７０歳定年制導入以降の送迎職

員の累計人数は３,７０９名であり，２８年９月３０日時点での在籍送迎職員

は１,８５１名である。そのうち模範運転者として満７３歳までの契約更新が

認められた送迎職員は，８６名にすぎない。こうした狭き門を通過できる運

転技術・健康状態をＡ１委員長が満足させられないのは客観的な事故記録，

Ａ１委員長が自ら申告した健康状態から明らかである。

(2) 当委員会の判断

Ａ１委員長が満７３歳までの定年延長の対象外とされたことが，労働組合

法第７条第１号の不利益取扱い，同条第３号の支配介入に該当するかについ

て判断する。

(ｱ) Ａ１委員長が車両接触事故を起こしたことは被申立人の安全教育不十分

によるものであるとの主張，Ａ１委員長が休業したのは被申立人のパワハラ

が原因でその安全配慮義務違反であるとの主張も，事故や休業の責任が被申

立人にあるとの主張にすぎず，Ａ１委員長が模範運転者であることの証明で

はない。

そこで，Ａ１委員長は定年延長されることに合理的な期待を有していたか

どうかについてであるが，この点について申立人からの主張も無く，また，

Ａ１委員長から定年延長を希望する旨をＢ４所長に申し入れた事実はなかっ

たというのであるから，消極に解さざるを得ない。

(ｲ) 本件就業規則第１０条第５号は「所長の推薦により模範運転者と評価さ

れている場合は，会社は，満７３歳までの間で契約更新を行うことができる」

と規定し，被申立人は，模範運転者は，特例的なものとし，その条件につい
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て，運転技量，健康状態及び良好な勤務態度を要すると主張する。

このうち，運転技量について，Ａ１委員長は，被申立人に勤務していた３

年半の間に，４件の車両接触事故を起こし，人的被害は生じさせていないが，

送迎車両を損傷させている事実があり，Ａ１委員長の在職期間に重なる２４

年７月３０日から２７年５月５日の間に１件以上の事故を起こした送迎職員

が９５８名であるところ，４件以上の事故を起こした者は１５名であった（５

件２名，４件１３名，３件６９名，２件２１３名，１件６６１名）。

また，健康状態について，Ａ１委員長は，２７年５月５日，ファクシミリ

で「運転業務に支障をきたすため」と体調不良をＢ４所長宛てに連絡して，

以降出勤していない。Ａ１委員長によれば，「症状は，眼，血圧，動悸にあり」，

医者のほうから，「運転業務はとりあえず無理」ということを言われ，また，

同人の審問での証言によれば，症状が改善されたのは，２８年６月というの

である。

(ｳ) 以上のことから判断すると，被申立人においては，Ａ１委員長の起こし

た車両接触事故に対し懲戒等の処分がなされておらず事故報告にとどまるな

ど，車両接触事故に対し比較的寛容であり，また，模範運転者について明確

な定義規定はなく，所長の裁量によるところが大きいとしても，Ａ１委員長

の運転技量や健康状態に照らし，模範運転者に該当しないとして同人に定年

を延長しなかった被申立人の判断を不合理とは言い難い。

上述のごとく，Ａ１委員長が「模範運転者」に該当すると言えない以上，

Ａ１委員長に満７３歳までの契約更新を適用しなかったことをもって労働組

合法第７条第１号該当の不当労働行為とすることはできない。

３ 支配介入（争点２）

(1) 当事者の主張

ア 申立人の主張
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被申立人は以下の一連の行為により，申立人へ支配介入を行っている。

(ｱ)Ｃ１元組合員は，２６年２月１７日に脱退届（甲17号証の1）を申立人に

提出する前の２６年１月１４日に雇用契約を更新している(甲17号証の２）。

Ｃ１元組合員の雇用契約について，被申立人が，更新時期が過ぎ３か月間

更新手続きを怠ったため，Ｃ１元組合員は，２５年１０月２６日，申立人に

加入したと思われる。

被申立人は，Ｃ１元組合員に対し，労働組合に加入しないこと，労働組合

から脱退することを有期雇用契約の継続条件とした（黄犬契約）。

これは，被申立人が，Ｃ１元組合員を申立人から脱退させ，申立人の弱体

化を狙ったものである。

(ｲ) Ａ２組合員は２５年１２月１日以降，Ａ１委員長は２５年７月１日以降，

それぞれ，雇用契約更新手続きをとらないまま就労継続していた。就労を継

続していて，被申立人がそれを知りながら異議を述べないときには，「黙示の

更新」があったものとされる。この時点で，雇用契約の期間については定め

のないものとなる。これに対し被申立人は，２６年１月１５日付け「回答」

で，「同法第６２９条第１項が適用されるとしても労働条件はあくまでも従前

のままであり，社員と同待遇の労働条件に変わるものではない」と主張した。

(ｳ) ２７年４月２０日，花畑事業所の運営会議において，Ａ１委員長は，Ｂ

４所長に対して，三六協定の締結手続きにおける過半数代表者選出方法につ

いて，三六協定届（甲52号証）に「選挙により信任」と虚偽の記載がなされ

ていたので，確認すると，Ｂ４所長は「その通り選挙はしませんでした。」と

認めた。Ａ１委員長は，社員であるＢ５従業員に対して，「過半数代表者選出

方法が適法に行われましたか？」と質したところ，Ｂ５従業員はうつむいて

答えようとしなかった。それを見ていたＢ４所長は答える必要がないと述べ

た。

(ｴ) ２７年５月３日，Ｂ５従業員の自筆による，Ａ１委員長の名誉を毀損し
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誹謗中傷する文書が，花畑事業所のタイムレコーダーが置かれた場所の背面

のガラスに貼り付けられていた（甲22号証）。これは，施設ホール内のお客様

にガラス越しに見える位置である。Ｂ５従業員の自筆文書等が貼付けられて

いることを知りながら，Ｂ４所長らは，これを外そうとしなかった。Ａ１委

員長の生命，身体，自由，名誉及び財産に対し，害を加えそうな言動をして，

人を脅迫したもので，社員就業規則に反する行為である。なお，Ｂ５従業員

は，労働基準法第４１条第２号の管理監督者の地位にある者である。なぜな

ら，土浦営業所から（赴任し），朝礼において次期の花畑事業所長として紹介

されていた。また，残業手当が支給されないとＢ３所長在職中に不満を漏ら

していたときもあった。そして，Ｂ４所長と同じようにタイムカードを定時

打刻していることで，残業手当の記録を排除していること等からして管理者

に等しい労働環境におかれていた。更に，労働組合の意見を無視して，当人

は虚偽記載（三六協定違反）までして被申立人の優位な条件で協定締結する

などしていたのである。

(ｵ) ２７年５月４日，朝礼でＢ４所長は，過半数代表者選任に関し，「早急に

立候補者を立てて投票を行って下さい。労働基準監督署から指導があり５月

８日までに投票で選出したい。」と従業員に指示した。このような過半数代表

者選任に関し労働者に指揮命令を行う行為そのものが，事業所主導によるも

のである。Ａ１委員長は，「事業所の主導で行うべきではない。」と，労働者

意思に任せるようＢ４所長に指摘して，選挙まで４日間では短かすぎること

を伝えたが聞き入れられなかった。

Ａ１委員長が，５月４日の朝礼出席者に対して，「労働組合のファイルをテ

ーブルに置きますので目を通して下さい。」と話すやいなや，Ｂ５従業員は「ふ

ざけるな。」とファイルを叩き大声で怒鳴った。Ｂ４所長らは，その言動・叩

く姿勢を見ながら笑っていた。出席者らは驚き，無言で，冷え切った雰囲気

であった。Ａ１委員長もビックリしてしまい，この場の多数の前で，社員に
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労働組合の活動をこのように否定されることは，考えもしなかった。暴言暴

力を振るうとは予想もしなかった。社会通念上の常識では考えられない犯罪

と言わざるを得ない。全国の労働組合の労働者に対しての挑戦である。

(ｶ) 同日，Ｂ４所長は，Ａ１委員長を相談室に呼び，送迎車両キャラバンの

駐車位置のズレによりキズが付いていたことに関し，Ａ１委員長に疑いをか

けてきた。Ａ１委員長は，Ｂ４所長に対して，「私が運転して物に当てたとこ

ろを見た現認者はおりますか。」と聞いたところ，写真（車両の損傷部分で１

円玉１つほどの小さなキズが写ったもの５枚）をＡ１委員長に見せたが，Ａ

１委員長を犯人とする証拠がなく追求はしてこなかった。

イ 被申立人の主張

(ｱ) 被申立人は，Ｃ１元組合員が，Ａ１委員長に嫌気がさして自主的に組合

を脱退したものである。Ｂ３所長が事業所長として花畑事業所に在籍してい

た間の従業員の会話から，Ｃ１元組合員は，Ａ１委員長の申立人の中でのあ

まりに細かい話に辟易としてしまい，脱退したということがＢ３所長の耳に

入ったことがある。

(ｲ) 被申立人と申立人組合員らとの間で無期の雇用契約が締結された事実は

ない（乙17号証の１ないし４)。ただ，雇用期間の途中から，申立人組合員ら

は，被申立人が要請している契約書の署名を拒否してきたことはある。被申

立人からは従前どおりの有期の更新となることは伝えていたのであり，期限

の定めのない契約となることを被申立人が黙認していた事実はなく，（無期雇

用の）黙示の合意を認定するだけの事実はない。である以上，有期雇用を強

要したという事実はない。

(ｳ) ２７年４月２０日，花畑事業所運営会議でのやりとりについて，Ａ１委

員長から抗議めいたことを言われた機会はあったが，運営会議の場で，Ａ１

委員長と議論するのは適当でないという考えを伝えていた。虚偽の信任とか
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虚偽記載を認めたものではない。Ｂ４所長は，同日の会議後に，申立人組合

員らに上記のような考えを説明しようとしたが，申立人組合員らは会議終了

後，即座に帰ってしまったものである。

(ｴ) ２７年５月３日，Ｂ４所長は休暇で花畑事業所に出勤しておらず把握し

ていないが，Ｂ５従業員との件は，Ａ１委員長との個人的ないざこざを申立

人が支配介入と主張しているものである。

(ｵ) ２７年５月４日の朝礼において，Ｂ４所長は，過半数代表者の選出に関

し，立候補者への投票（期日）を職員に依頼した。その際あった，Ａ１委員

長とＢ５従業員のいざこざについては，Ｂ４所長が，朝礼の最後に，他の職

員に何か補足事項はないか確認したところ，Ａ１委員長が，過半数代表者の

ことについて話し出し，労働組合のファイルを職員に見てほしいと発言した

のを，Ｂ５従業員が，大きな声で遮ったものである。そしてＢ４所長は，顧

客を待たせる状況になってしまうので，朝礼を終了させたにすぎない。なお，

Ｂ５従業員は，介護職員であり，申立人が主張する所長代行という役職では

ない。

(ｶ) ２７年５月４日に，Ｂ４所長が送迎車両をチェックし，最後にＡ１委員

長が運転していた車両が駐車場の壁に接触した状態となっていたことから，

その点について疑義を問うたことがあるが，これは，業務上の当たり前の確

認であるし，Ａ１委員長が組合の一員であることとは全く関係がない。その

際，Ａ１委員長は，事情を確認しようとしただけであるのに，何か証拠があ

るのかというような攻撃的な反応を示してきたため，確認が成り立たなかっ

たものである。

(2) 当委員会の判断

申立人は，被申立人が，(ｱ) Ｃ１元組合員への脱退勧奨，(ｲ) 申立人組合

員らに対する有期雇用への変更強要，(ｳ) 運営会議の場でのＢ４所長による
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申立人組合員らの質問への無視，(ｴ) Ｂ５従業員による花畑事業所内へのＡ

１委員長に関するメモ掲示，(ｵ) Ｂ５従業員による組合ファイル叩き，(ｶ)

Ｂ４所長によるＡ１委員長に対する車両のキズ確認行為を行い，Ａ１委員長

を２８年４月３０日に定年退職としたことを，被申立人による申立人への支

配介入の不当労働行為と主張する。

(ｱ) 申立人は，２６年２月１７日にＣ１元組合員から組合脱退届が出され，

その以前の同年１月１４日に２５年１０月１日から２６年３月３１日までの

Ｃ１元組合員の雇用契約が締結されていることを主張する。しかし，組合脱

退を条件に雇用契約が更新されたことの疎明がなされておらず，また，それ

をＣ１元組合員本人から聞いたとの証言もなく，申立人の主張は，推測の域

を出ていないと言わざるを得ない。他方，Ｂ３所長は，Ｃ１元組合員は組合

の中でＡ１委員長のあまりに細かい話に辟易し脱退したと従業員から聞いて

いると陳述し，同所長は，組合内にトラブルがあってＣ１元組合員が組合を

やめたとＡ２組合員から聞いたと証言している。以上のことから被申立人に

よるＣ１元組合員に対する組合脱退勧奨があったとする申立人の主張は採用

することができない。

(ｲ) 申立人は，申立人組合員らが有期の雇用期間終了後，雇用契約書を取り

交わさず，雇用継続していた期間は，民法第６２９条第１項により無期とな

るから，それを「有期雇用」とした２６年１月１５日の被申立人の回答書は，

無期から有期雇用への契約形態の変更を強要したものであると主張する。

しかし，被申立人は，雇用期間終了後，申立人組合員らに雇用契約書を提

示して署名するよう促していたのであり，「使用者が雇用期間の満了を知りな

がら異議を述べなかった場合」とはいえず，また，「回答書」も無期から有期

雇用への契約形態の変更を強要したものではない。

よって，被申立人が，申立人組合員らに無期雇用から有期雇用へ雇用契約

形態の変更，すなわち，雇用条件の悪化を強要したことが申立人に対する支
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配介入であるとする申立人の主張は採用することができない。

(ｳ) 申立人は，２７年４月２０日，運営会議の場でＢ４所長が，三六協定の

締結手続きに関して申立人組合員らの求めた説明に回答しなかったことが，

申立人に対する支配介入に当たると主張する。これに対し，被申立人は，運

営会議は通常業務について話合いをする場であることから，会議後に話をし

たい旨申立人組合員らに伝えたところ，申立人組合員らは帰ってしまったと

いう主張である。被申立人の主張からでは，運営会議の場にそぐわない事項

なので後の場で話したいと明確に理由を申立人組合員らに伝えたかは定かで

はないが，であるからといって，単に被申立人の業務に係る会議の場で申立

人組合員らの締結手続きについての質問に回答をしなかったことのみをもっ

て，被申立人が申立人の存在を無視ないし軽視したとは言えず，それを申立

人への支配介入とすることはできない。他方，長らく三六協定の労働者側代

表選出手続について主張を展開してきた申立人及びＡ１委員長に対して，丁

寧に説明する余地はあったのではないかとも言えるが，運営会議の場での言

動をもって，支配介入とは言い難いことは前述のとおりである。

(ｴ) ２７年５月３日にＢ５従業員が花畑事業所内に掲示したその自筆文書(甲

22号証）がＡ１委員長を誹膀中傷するもので，これは，申立人に対する名誉

毀損行為であり，申立人に対する支配介入であるとの主張である。この背景

として，Ａ１委員長が，Ｂ５従業員に，同人の過半数代表者立候補を非難し，

民事，刑事責任を追及する，慰謝料請求訴訟を提起するという内容の「通知

書」（乙15号証）を送付したことがある（第２、２（１６））。確かに，当該

Ｂ５従業員の自筆文書には，Ａ１委員長がＢ５従業員を「犯罪者扱い」した

として「通知書」の「撤回」，「謝罪を求める」といったＢ５従業員のＡ１委

員長への抗議が読み取れる記載がある。ただ，当該文書は一べつでは判読が

難しい殴り書きのものであり，そのどこが誹膀中傷・名誉毀損に当たるかに

ついて，Ａ１委員長は，「理解できない部分，わからない部分がある」が「自
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分の名前」があり，「全体的に考えると」誹謗中傷にあたると証言するにとど

まるものである。他方，Ｂ４所長は，Ｂ５従業員の当該文書掲示を，Ａ１委

員長との個人的ないざこざにすぎないと陳述し，また，Ａ１委員長は，被申

立人のＢ５従業員との関係はよくないのかとの質問に，肯定して証言してい

る。ところで，Ａ１委員長はＢ５従業員について所長代理であると証言して

いるが，被申立人は役職のない一般の介護職員であるとする。もとより，使

用者ではなくともその地位に近接する者の言動がその意を体している場合，

あるいは一般従業員であってもその意を受けている場合，その行為・言動が

支配介入に当たる場合はあるが，上記経緯と文書の記載内容から総合判断す

ると，Ｂ５従業員の当該行為は，使用者の反組合的な意を体しているとは言

い難く，Ａ１委員長から「通知書」を送付されたＢ５従業員のＡ１委員長に

対する個人的な感情から為されたものとみるのが自然であり，申立人の運営

に対する支配介入とまでは言えない。

(ｵ) ２７年５月４日，朝礼でＢ５従業員は過半数代表者の選出日程等につい

て意見を述べたＡ１委員長に大声を発し，申立人の書類を叩いたことを，そ

してそれをＢ４所長がしばらくの間制止しなかったことを申立人への支配介

入であるとする主張である。申立人組合員らからは，Ｂ５従業員がＡ１委員

長に対し大声を発したというばかりで，その具体的発言内容がどのようなも

のであったかの主張がないことから，その発言について反組合的なものか判

断の仕様がなく，Ｂ４所長がＢ５従業員を制止しなかったことをもって支配

介入にあたるとの申立人の主張は採用できない。

(ｶ) ２７年５月４日，Ｂ４所長はＡ１委員長に対し，送迎車両をキズつけた

嫌疑をかけたとし，これを申立人に対する支配介入とする主張である。被申

立人は，これは，業務上の当たり前の確認であるし，Ａ１委員長が「組合」

の一員であることとは全く関係がないと主張する。一般的に物損があれば管

理者がその最終使用者に原因を確認するのは当然の行為である。申立人は，
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Ｂ４所長がキズのついた送迎車両の写真を他の従業員に見せたと主張するが，

Ａ１委員長の行為としてではなく，また，申立人から，備品等の損傷の確認

に関し，Ａ１委員長と非組合員である従業員とをことさらに変えて扱ったと

の疎明もないことから，Ａ１委員長に対するいやがらせと解することもでき

ず，申立人の主張は採用できない。

第４ 法律上の根拠

以上の次第であるから，当委員会は，労働組合法第２７条の１２及び労働委員会

規則第４３条を適用して，主文のとおり命令する。

平成２９年１０月１９日

茨城県労働委員会

会長 小泉 尚義


